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ご
利
用
く
だ
さ
い

　

月
の
休
日
窓
口

１０

開
設
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
１

時開
設
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（　

日
の

１０

み
）
、
納
税
課
（　

日
の
み
）

１０

※　

取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
市

税
証
明
書
交
付
事
務
ほ
か
）
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
各
担

当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、

０４２

３８７

土
曜
・
日
曜
日
は
市
役
所
代
表

（
☎　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
準
備
作
業

の
た
め
、　

月
４
日
（
日
）

１０

の
休
日
窓
口
を
臨
時
休
業
し

ま
す
。
な
お
、
開
庁
を
予
定

し
て
い
た
子
育
て
支
援
課
手

当
助
成
係
と
納
税
課
に
つ
い

て
は
、　

日
（
土
）
に
振
り

１０

替
え
て
実
施
し
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

○は休日窓口開設日10月

　
○
○
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市
で
は
長
期
計
画
審
議
会
を
設

置
し
、
第
４
次
基
本
構
想
・
後
期

基
本
計
画
（
案
）
を
審
議
し
て
い

ま
す
。

〈
長
期
計
画
審
議
会
か
ら 

中
間
答
申
を 

受
け
ま
し
た
〉

　

９
月　

日
に
、
長
期
計
画
審
議

１８

会
が
、
市
長
へ
中
間
答
申
を
提
出

し
ま
し
た
。

　

答
申
書
は
企
画
政
策
課
（
市
役

所
本
庁
舎
２
階
）
、
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
（
市
役
所
第
二
庁
舎
６

階
）
、
図
書
館
本
館
で
ご
覧
い
た

だ
け
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

〈
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

募
集
〉

　

同
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

施
策
名
称　

第
４
次
基
本
構
想
・

後
期
基
本
計
画

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業

所
を
有
す
る
法
人
ま
た
は
そ
の
他

の
団
体

検
討
結
果
の
公
表
等　
　

月
（
予

１２

定
）
。
意
見
等
に
対
す
る
個
別
的

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。
検
討
を
終

え
た
と
き
は
、
意
見
等
の
内
容
お

よ
び
市
の
検
討
結
果
と
そ
の
理
由

を
公
表
し
ま
す
。

配
布
・
閲
覧
場
所
等　
　

月　

日

１０

１４

か
ら
、
企
画
政
策
課
（
市
役
所
本

庁
舎
２
階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎

１
階
受
付
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
、
公

民
館
各
館
、
福
祉
会
館
、
婦
人
会

館
、
総
合
体
育
館
、
図
書
館
本
館
、

保
健
セ
ン
タ
ー
、
東
小
金
井
駅
開

設
記
念
会
館
で
ご
覧
い
た
だ
け
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公

開
し
ま
す
。

提
出
方
法　
　

月　

日
～　

月　

１０

１４

１１

１３

日
に
、
住
所
・
氏
名
・
施
策
名
称

を
明
記
し
、
直
接
、
郵
送
、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
専

用
フ
ォ
ー
ム
で
企
画
政
策
課
へ
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要

１８４

☎　

儿　

儿
９
８
０
０ 
　

儿　

０４２

３８７

０４２

３８７

儿
１
２
２
４
）

 
業
務
名　

①
保
育
園
給
食
調
理
業

務
②
保
育
園
土
曜
日
給
食
調
理
業

務勤
務
時
間　

①
週
４
日
ま
た
は
５

日
、
週　

時
間
勤
務
（
割
り
振
り

３０

FAX

平
成　

年
度

２７

非
常
勤
嘱
託
職
員
募
集

は
所
属
長
が
定
め
る
。
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
り
土
曜
日
の
勤
務
あ

り
）
②
土
曜
日
午
前
８
時　

分
～

１５

午
後
０
時　

分
ま
た
は
午
前
８
時

１５

　

分
～
午
後
０
時　

分

３０

３０

報　

酬　

①
月
額　

万
６
千　

円

１５

２００

②
時
給
千　

円
２００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

応
募
要
件　
　

歳
定
年
制
の
た

６５

め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に

２５

生
ま
れ
た
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

い
ず
れ
も
若
干
名

面
接
試
験
日　
　

月　

日
（
水
）

１０

１４

採
用
予
定
日　
　

月
１
日
（
日
）

１１

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　
　

月
６
日
（
火
）
ま
で
の
午

１０

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
職
員
課
（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（
５
日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

※　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
で
も
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
準
備
作
業
の
た
め
、　

月
３
日

１０

（
土
）
、
４
日
（
日
）
は
コ
ン
ビ

ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま

す
。

問
合
先　

市
民
課
市
民
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
０
）

３８７

 　

無
作
為
抽
出
に
よ
り
、
公
募
委

員
に
ご
応
募
い
た
だ
い
た
方
の
中

か
ら
、
次
の
方
々
を
委
員
に
選
任

し
ま
し
た
。

　

▽
一
山
稔
之
さ
ん
、
佐
久
間
博

子
さ
ん

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
０
０
）

０４２

３８７

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

の
停
止

第
６
期
市
民
参
加
推
進

会
議
委
員
選
任
結
果

　不在の場合、不在票記載の受け取り期限（通常７日
間）までは郵便局で、受け取り期限を過ぎてから一定期
間は市民課で保管します。お手数ですが、ご来庁のうえ
１２月末までにお受け取りをお願いします。
　なお、市民課で保管する通知カードを受け取る際は、本
人確認書類が必要です。代表者の方がご家族の分をまと
めて受け取る場合は全員分の本人確認書類と委任状をお
持ちください。委任状の書き方はお問い合わせください。

〈現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる方へ〉

▷　通知カードは、１０月５日現在の住民票の住所を基準
にお届けします。現在小金井市に住民票を移さずにお
住まいの方は、住民票の住所へ発送されることにな
り、どなたもいない場合または次の入居者が住んでい
る場合などは住民票のある自治体へ返送されます。
▷　転送不要での発送なので、住民票の住所から別の住
所に転送届を出している方の通知カードは、住民票の
ある自治体へ返送されます。

通知カード受け取りに
ついてのご注意

※　個人番号は、むやみに他人へ提供することのないよう十分注意をお願いします。　
※　他人の個人番号を不正に入手することや、業務等で他人の個人番号を知り得る立場の人
が不正に他者へ提供することは処罰の対象となります。

Ｑ 手数料はかかるの？
　通知カードは初回の交付は無料です。その後は特定の場合（住所変更等で通知カードの
追記欄がいっぱいになった場合など）を除き、再交付手数料は５００円です。ただし、不在等
の理由で受け取られずに返送となり市民課で保管する通知カードは、市の保管期間中に受
け取りがあったものについては手数料が無料となります。

こんなときは…
「受け取りたくない」　市民課へ返送された通知カードは、一定期間保管し、受け取りが
なければ破棄します。保管期間経過後に再交付の申請をした場合、再交付手数料がかかり
ますのでご注意ください。
「受け取る前に引っ越してしまった」　市内の転居の場合は、住所異動の届けの際にお申
し出ください。市外へ転出した場合は、通知カードを受け取ってから住所異動の届けを出
し、転出先の自治体で通知カードに新住所の追記を受ける、もしくは通知カードを受け取
らず住所異動の届けを出し、転出先の自治体で通知カードの再交付の申請をする等の手続
きをしてください（詳しくはお問い合わせください）。

　
 
爽 
や
か
な
秋
の
訪
れ
で
す
。

さ
わ

　

今
年
の
夏
は
、
記
録
的
な
暑

さ
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
猛
暑
の
後
は
、
連
日
の
長

雨
と
な
り
台
風
の
影
響
も
あ
る

中
、
関
東
・
東
北
豪
雨
は
、
鬼

怒
川
の
堤
防
が
決
壊
す
る
な
ど

茨
城
県
、
栃
木
県
を
中
心
に
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
こ
の
被
害
は
、
平
成　

年
２３

３
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震

災
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
ま
す
。
犠

牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご 
冥 
福

め
い

を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
被

災
さ
れ
た
方
々
に
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

近
年
の
豪
雨
や
強
風
、
竜

巻
、
地
震
や
火
山
の
噴
火
な
ど

の
自
然
災
害
は
、
想
定
を
は
る

か
に
超
え
、
全
国
各
地
に
大
き

な
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
幸

い
、
小
金
井
市
に
お
い
て
は
、

大
き
な
被
害
に
な
る
よ
う
な
災

害
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

地
震
な
ど
に
対
す
る
備
え
の
必

要
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

市
の
総
合
防
災
訓
練
は
、　
１０

月　

日
午
前
９
時
か
ら
第
三
小

２５
学
校
で
行
い
ま
す
。
参
加
を
お

願
い
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

機
会
に
、
い
ざ
と
い
う
時
の
避

難
場
所
の
確
認
や
身
の
回
り
の

チ
ェ
ッ
ク
を
、
も
う
一
度
さ
れ

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、　

月
は 
様  
 々
な
行
事

さ
ま 
ざ
ま

１０

が
開
催
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
り

ま
す
。　

日
～　

日
に
は
小
金

１０

１２

井　

宮
地
楽
器
ホ
ー
ル
で
開
催

さ
れ
る
「
市
民
文
化
祭
」
、　
１２

日
に
は
総
合
体
育
館
で
「
ス
ポ

ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
、

そ
し
て
、　

日
～　

日
に
は

１７

１８

「
な
か
よ
し
市
民
ま
つ
り
」
の

都
立
小
金
井
公
園
を
メ
イ
ン
会

場
に
し
た
催
し
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
地
域
に
お
い

て
も
お
祭
り
や
運
動
会
な
ど
数

々
の
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
ぜ

ひ
、
各
種
行
事
等
に
参
加
し

て
、
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
等
爽
や

か
な
秋
の
季
節
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
金
井
市
長

第
４
次

基
本
構
想
・
後
期

基
本
計
画（
案
）に

つ
い
て
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問合先
【通知カード・個人番号カードについて】市民課市民係（☎０４２−３１６−１０１９）
【マイナンバー制度について】☎０５７０−２０−０１７８
【通知カード等の配送状況について】☎０５７０−７８３−５７８＝１０月１日から（英
語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は、☎０５７０−０６４−７３８）


